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Ⅵ．2．1．東京地方裁判所

朝日訴訟第一審（原審）判決

（35．10．19．）

主　　　　　文

津山市社会福祉事務所長が昭和31年7月18日付で原告に

ついてした生活保護法に基く保護の変更決定を不服とす

る原告の不服申立を却下した岡山県知事の決定に対する

原告の不服申立につき，被告が昭和32年2月15日付でし

た右申立を却下する旨の裁決はこれを取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事　　　　　実

第1　原告の申立及び主張

原告代理人は，主たる請求として主文と同旨の判決を

求め，主たる請求が理由のない場合の予備的請求とし

て，被告の主文第1項記載の裁決は無効であることを確

認する，訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求め，

請求の原因として次のとおり述べた。

1　原告は，十数年前から肺結核のため国立岡山療養所

に入所し，単身でかつ無収入のため生活保護法に基く

医療扶助及び生活扶助を受けていたものであるが，昭

和31年7月，津山市社会福祉事務所長（以下福祉事務

所長という）は，原告と35年間も離れていた実兄敬一

に対し，毎月1，500円宛原告に仕送りをするよう命じ

たので，原告は同人から昭和31年8月以降1カ月金



1，500円の仕送りを受けることとなったが，福祉事務

所長は，昭和31年7月18日付で同年8月1日以降原告

の生活扶助を廃止しかつ右仕送金月額金1，500円から

日用品費として原告の消費にあてらるべき月額金600

円を控除した残額月額金900円を原告の医療費の一部

自己負担額として原告に負担せしめ，これを差し引い

た残部について医療扶助を行う旨の保護変更決定（以

下本件保護変更決定という）をした。

2　昭和31年8月6日，原告は，本件保護変更決定を不

服として岡山県知事に対し仕送りから日用品費として

少くとも月額金1，000円を控除すべきことを要求して

不服申立をしたが，同知事は同年11月10日これを却下

する旨決定したので原告は，同年12月3日，さらに右

却下決定を不服として被告に対して不服申立をしたと

ころ，被告は，昭和32年2月15日付で本件保護変更決

定を認容して右申立を却下する旨の裁決（以下本件裁

決という）をした。

3　本件保護変更決定は次のような理由によって違法で

あり従ってこれを認容した本件裁決もまた違法であ

る。

（1）福祉事務所長が本件保護変更決定において原告の

日用品費の控除を1カ月当り金600円にとどめたの

は，被告が生活保護法第8条第1項の規定に基いて

決定した，入院入所3カ月以上の要保護患者には生

活扶助による日用品費として最高額1カ月当り金

600円を支給する旨の保護の基準にしたがってその

最高額をそのまま原告に認めたものであるが，右保

護基準は生活保護法第8条第2項，第3条，第5条

に違反するものであって違法である。

すなわち，生活保護法は憲法第25条の規定する理

念に基いて国に国民の最低生活を具体的に保障する

法律上の義務を負わしめたものである（同法第1

条）が，同法第3条によれば，同法によって保障さ

れる最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維

持することができるものでなければならない。しか

して右第3条の規定は，憲法が福祉国家をその基本

理念として憲法下の多くの法制がそれを目指してう

ちたてられていること，生活保護法の立法経過，同

法第1条，第5条の趣旨を併せ考えると単なる訓示

的，方針的な規定でなく，具体的な効力規定である

と解すべきものである。さらに同法第8条第2項

は，被告が同条第1項に基いて定める保護の基準は

要保護者の年齢別，性別，世帯構成別，所在地域別

その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最
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低限度の生活の需要を満たすに十分なものでなけれ

ばならないと規定して保護基準の決定が右の要件の

もとにおける法規裁量に属することを示している

が，ここにいう「最低限度の生活」，すなわち「健康

で文化的な生活水準」は単なる生存の水準でなく，

複雑な生活の基準であるから，算数的な明確さをも

って明らかにされる性質のものではないけれども，

社会的，経済的な意味では客観的，一義的に存在す

るものというべきであるし，又それは時と場所をこ

えて絶対的に存在するものとまではいえず，各国の

生活様式や生活水準により，あるいは年々の時代

的，歴史的な発展段階に応じて相対的に決定される

ものではあるが，さりとて変転常ならず一義的には

決せられない性質のものではなく，特定の国の特定

の時期的段階における生活状況の中ではやはり客観

的，一義的に存在し，科学的，合理的に算定可能の

ものと考えられる。したがってそれは年々の国家予

算額や政治的努力の如何によって左右されるべきも

のでないことは当然である。しかして被告の定めた

保護の基準によると，原告のように入院入所3カ月

以上の要保護患者は生活扶助として，1カ月当り金

600円を最高限度とする日用品費が支給されること

になっているが，1カ月当り金600円では後述の補

食費を日用品費から除外するとしても，原告ら要保

護患者の健康で文化的な生活の最低限度を維持する

に足る費用を著しく下廻り，要保護者の年齢別，性

別，その他保護の種類等に応じて必要な事情を考慮

した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものと

はとうていいえないのであるから，右基準は生活保

護法第3条，第5条，第8条第2項に違背するもの

というべく，右基準に基いてなされた本件保護変更

決定は違法である。

（2）生活保護法第12条によれば，生活扶助は困窮のた

め最低限度の生活を維持することのできない者に対

し，衣食その他日常生活の需要を満たすために必要

なもの等について行うものとされているが，これは

要するに衣食を問わず要保護者の生活必需品費を保

障しようとするものである。しかして被告がその保

護基準において入院入所3カ月以上の要保護患者に

ついて生活扶助として支給することを定めている日

用品費とは，要するに一般生活費の中から飲食物費，

入浴費，家具什器費，水道料及び光熱費を差し引い

た残りのすべてを意味するものであるから，療養所

等から給付される給食によっては健康で文化的な生
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活を維持することができない場合にはその補食費は

生活必需品費に含まれることはもちろんであるとこ

ろ，原告が入所中の国立岡山療養所の給食は，被告

が設定している完全給食の基準にすら達せず，又患

者の趣味や嗜好を考慮に入れないで手のかからない

画一的な食事を支給しており，原告のような重症患

者に対してすら各人の症状，嗜好等について一々特

別の注意がなされておらず，摂取不能の食事もあっ

て十分な栄養の補給が不可能な状況にあり，補食に

よって栄養の不足分を補うことが必要不可欠となっ

ている。ところで保護は要保護者の年齢別,性別,健

康状態等その個人の実際の必要の相違を考慮して有

効かつ適切に行わなければならないことは前述のと

おりであるが，とくに原告のように長年病臥してい

る重症の結核患者の場合にはその栄養や嗜好に特別

の考慮が払われなければならないし，ましてや本件

の場合補食は原告の健康の維持，治療の促進のため

に必要不可欠であるのに，本件保護変更決定は日用

品費として補食費を全く考慮しなかったのであるか

ら，この点においても本件保護変更決定が生活保護

法第3条，第5条に違反することが明らかである。

（3）仮りに，補食費は医療扶助としての病院給食の問

題であって日用品費として取り上げるべき筋合では

ないとしても，生活保護法第34条第1項が規定する

とおり医療扶助は現物給付によって行うのを原則と

するものの，保護の目的を達するために必要がある

ときは金銭給付によって行うことができるのである

が，本件の場合原告は前述のような理由によって

栄養品，嗜好品を補食するための費用が是非とも必

要なのであるから，国は原告に対し医療扶助の金銭

給付という形で右補食費を支給すべき義務があるも

のというべく，これを考慮することなく1カ月当り

金1，500円の仕送りのうち原告に日用品費として1

カ月当り金600円のみを残して残額月額900円を医

療扶助の一部負担額とする旨を決定した本件保護変

更決定は生活保護法第3条，第5条に違反するもの

といわなければならない。

（4）以上のとおり本件裁決は違法であるから，主たる

請求として本訴によりその取消を求めるが，本件裁

決の右違法事由はいずれも同時にその無効事由でも

あるから，右主たる請求が理由のない場合には予備

的請求として本件裁決の無効確認を求める。

（5）なお原告が本件保護変更決定に対して不服申立を

した後兄敬一からの仕送りが月額金600円に減り，

次いで全く途絶えたので原告は再び日用品費として

月額600円の支給を受けるにいたったが，本件保護

変更決定，ひいては本件裁決が違法である場合には

原告としてはその救済方法として不当利得その他の

直接的請求ができるわけであり，その前提として本

件裁決の取消ないし無効確認を求める法律上の利益

があるものというべきである。

第2　被告の申立及び主張

被告代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原

告の負担とする。」との判決を求め，原告の主張に対す

る答弁及び被告の主張として次のとおり述べた。

1 原告の主張－記載の事実のうち原告が数年前から，

肺結核のため国立岡山療養所に入所し，単身でかつ無

収入のため生活保護法に基く医療扶助及び生活扶助を

受けていたこと，福祉事務所長が昭和31年8月1日

以降原告が兄から受けた仕送月額金1，500円によって

日用品費金600円及び医療費のうち金900円を負担さ

せ，右原告の負担部分を差し引いた残りについて医療

扶助のみを行う旨の本件保護変更決定をしたことは認

めるが，その余の事実は争う。同二記載の事実は認め

る。同五記載事実のうち原告の兄からの仕送りが月額

金600円に減り，その後全く途絶えたため原告が再び

日用品費の支給を受けるようになったことは認める。

2　福祉事務所長が本件保護変更決定において原告の日

用品費を月額金600円と認めたのは被告が生活保護法

第8条第1項に基いて定めた保護基準（昭和28年7月

1日厚生省告示第226号）による保護実施要項（昭和

28年6月23日社発61号厚生次官通知，昭和28年7月9

日社発415号及び昭和29年9月9日社発713号各厚生

省社会局長通知）によったものであり，これによると

入院入所期間が引き続き3カ月をこえる要保護者であ

って給食を受けている無収入の単身者の場合には，医

療扶養を受ける外生活扶助として日用品費（内訳は被

服費，保健衛生費，雑費）を月額金600円の範囲内で

支給することとなっていた。しかして右金額の算定は

別表記載のような各品目，数量，耐用期間及び一般物

価を考慮して定められた価額を根拠としてなされたも

のであるが，右品目，数量等は入院入所中の要保護患

者において生活保護法第3条にいう「健康で文化的な

生活水準」を維持することができるものであり，同法

第8条第2項の保護は最低限度の生活の需要を満たす

に十分なものであって，かつこれをこえないものでな

ければならないとする要請にも合致する。

3　原告はその入所中の国立岡山療養所の給食は不完全



であって原告の健康の維持，治療の促進のため補食が

不可避であるのに本件保護変更決定において補食費が

日用品費として考慮されなかったのは不当であると主

張するが，そもそも日用品費は入院入所患者について

日用品の購入にあてるために認められるものであっ

て，患者がこれをその判断において日用品費以外のい

かなる使途に使用する場合でもそれが日用品費の問題

として顧慮される余地のないことは当然である。した

がって，本件において仮りに国立岡山療養所の給食が

不完全であるとしても，それは日用品費の問題とは別

個に医療扶助の一部としての給食自体について解決さ

れるべき事柄であって，両者を混同することは許され

ない。

4　仮りに補食費が必要な場合には日用品費の一部とし

て支給すべきであるとしても，国立岡山療養所の給食

は従来カロリー，蛋白質及び脂肪量においていわゆる

完全給食の承認基準（昭和25年12月27日社乙発第211

号厚生省社会局長通知によって定められているもの

で，完全給食とは一般に患者の病状と嗜好に適応する

よう必要な注意が払われ，栄養量が普通患者食におい

て成人1日当り2，400カロリー，蛋白質80グラム，脂

肪20グラム以上あり，したがって患者の側で補食の必

要がないと認められる程度の給食をいう）を上廻るの

みならず，患者の嗜好を考慮した数種類の選択食，重

症患者に対する特別食，さらに，医師の処方による個

別食等疾病治療の目的に照らし充分な配慮に基く給食

が行われており，重症者といえども医学的に，又嗜好

的にもなんら補食が必要とは認められない状況にあ

る。かような給食状況にあるにもかかわらず原告があ

えて補食をとってもその補食費を日用品として支給す

べき限りでないことは当然である。なお医療施設が完

全給食の承認基準に合する場合には，都道府県知事の

承認を受けて入院料に1日当り3点の加算が認められ

ることとなっているが，国立療養所においては従来診

療費割引の建前から右加算の取扱は実施されていなか

った。しかし国立療養所においても給食の実質的内容

は，もとより右完全給食の承認基準に添う良好な状態

にあったものである。

第3　証拠関係

原告代理人は，甲第1号証の1ないし3，第2号証，

第3号証の1，2，第4号証の1ないし3，第5ないし

第16号証，第17号証の1ないし15，第18，第19号証，第

20号証の1ないし5，第21ないし第25号証，第26号証の

1，2，第27ないし第36号証，第37号証の1，2，第38
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ないし第53号証，第54号証の1ないし6，第55ないし第

65号証を提出し，証人高木和男，同米山忠治，同五十嵐

正治，同児島美都子，同沢田栄一，同天達忠雄，同平尾

正彦，同大塚靖子，同今村保，同市村丑雄，同瀬尾康夫，

同佐藤市郎，同上田忠一，同中吉昭，同小野超三，同高

田ヒサヨ，同木村嬉八郎，同藤本武，同長嶺晋吉の各証

言，原告本人尋問の結果及び検証の結果を援用し，乙号

各証の成立は認めると述べた。

被告代理人は，乙第1ないし第7号証，第8号証の1

ないし4，第9，第10号証を提出し，証人麻美，同尾崎

重毅，同末高信，同籠山京，同高橋八郎，同三宅隆，同

佐藤章，同田中英夫，同景山統二郎，同岡本玉樹の各証

言を援用し，甲第1号証の1ないし3，第2号証，第4

号証の1ないし3，第5号証，第7ないし第9号証，第

12号証，第17号証の1ないし15，第18号証，第20号証の

1ないし5，第21，第22号証，第36号証，第37号証の

1，2，第39号証，第41号証，第51号証，第53号証，第

65号証の各成立は認めるが，甲第3号証の1の成立は否

認する。その余の甲各証の成立は知らないと述べた。

理　　　　　由

1　当事者間に争のない事実

原告が肺結核のため十数年前から国立岡山療養所に

入所，単身でかつ無収入のため医療扶助及び生活扶助

を受けていたこと，津山市社会福祉事務所長（福祉事

務所長）が昭和31年7月18日付で原告が同年8月1日

以降実兄敬一から仕送りを受けることとなった月額金

1，500円のうち金600円は原告が従来生活扶助として支

給を受けていた日用品費に充当させることにして生活

扶助を廃止し，残額金900円によって原告の医療費の

一部を負担させ，それ以外の医療費について医療扶助

を行う旨の保護変更決定（本件保護変更決定）をした

こと，原告が昭和31年8月6日に本件保護変更決定を

不服として岡山県知事に対し不服申立をしたところ，

同知事は同年11月10日これを却下する旨の決定をした

こと，原告がさらに右却下決定を不服として被告に対

して同年12月3日に不服申立をしたところ，被告は昭

和32年2月15日付で本件保護変更決定を認容して右申

立を却下する旨の本件裁決をしたことはいずれも当事

者間の争のないところである。

2　訴の利益について

本件保護変更決定があった後当初は月額金1，500円

であった原告実兄の原告に対する仕送りが月額金600

円となったために原告が医療費一部負担を免れて再び
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全面的な医療扶助を受けるにいたり，さらにその後

仕送りが全く途絶えたために再び生活扶助として日用

品費の支給を受けるにいたったことは当事者間に争が

ないが，果してそうだとすれば本件保護変更決定を認

容した本件裁決の取消を求める原告の本訴主たる請求

は事実上その実質的な対象を欠くにいたったものとい

わなければならない。しかし，もし本件保護変更決定

が無効であれば原告はその無効を前提として未支給の

日用品費の請求その他の給付の請求をすることができ

るから，原告としては必ずしも，あらかじめ右決定の

無効確認判決を得ておく必要はないのであるが，もし

本件保護変更決定が単に違法であって取り消しうるに

すぎないとすれば，原告は右決定あるいはこれを認容

する裁決取消の判決があって初めて国に対し不当利得

返還の請求（月額金1，500円の仕送りがあった間医療

費の一部負担として納付させられた月額金900円につ

いて）あるいは未支給日用品費の請求（月額金1，500

円ないし金600円の仕送りがあった間支給されなかっ

た月額金600円の日用品費について）をすることがで

きることとなるのであり，他方抗告訴訟の提起には訴

願前置，出訴期間の制約があるから，原告としては右

のような請求をするための前提としてあらかじめ本件

保護変更決定あるいは本件裁決の取消判決を得ておく

法律上の利益があるものといわなければならない。要

するに原告の本訴主たる請求は訴の利益がある。

3　本案について

（1）本件保護変更決定が原告実兄の原告に対する仕送

月額金1，500円のうち金600円を原告の日用品費に充

当させ，残額をもって医療費の一部を負担させる

内容のものであることは前述のとおり当事者間に争

がなく，その結果原告はせっかく実兄の仕送りを得

るにいたっても原告自身の自由になるものには一銭

も加えるところがなく，全くもとのとおりの状態で

あるという外形を呈するにいたったものである。そ

うして福祉事務所長が右仕送額のうち原告の日用品

費として月額金600円の控除を認めたのは，被告が

生活保護法第8条第1項に基き入院入所期間が引き

裁き3カ月をこえる要保護患者に対し生活扶助とし

て支給すべき日用品費を最高月額金600円とする旨

を定めた生活保護の基準に基いてその最高額である

月額金600円（その後月額金640円に増額された）を

認めたものであることもこれまた当事者間に争がな

い。しかしてここにいう保護の基準は，具体的には

昭和28年7月1日厚生省告示第226号生活保護法に

よる保護の基準（成立に争のない乙第1号証）に基

く保護実施要領（昭和28年6月23日厚生省社発第61

号厚生次官通知〔成立に争のない乙第2号証〕，昭

和28年社発第415号厚生省社会局長通知〔成立に争

のない乙第3号証〕（以下右保護の基準及び保護実

施要領を総括して本件保護基準という）をいうこと

は原告が明らかに争わないところであるからこれを

自白したものとみなすが，右保護実施要領によれば

被告が保護基準として前記保護患者の日用品費を月

額金600円以内と決定するにつきその算定の根拠と

された日用品等の品目，数量及び単価は別表記載の

とおりであることが明らかである。

（2）原告は本件保護基準そのものが生活保護法第8条

第2項，第3条，第5条等の規定に違反すると主張

する。よって以下この点について判断する。

憲法第25条第1項は「すべて国民は，健康で文化

的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定

し，さらに同条第2項は「国は，すべての生活部面

について，社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上

及び増進に努めなければならない」と規定してい

る。これはわが旧憲法をも含めて従来諸国の憲法や

権利宣言がいわゆる自由権的基本的人権の保障を主

眼としたのに対し，憲法がたんにこの種の自由権的

人権の保障のみに止まらず，国家権力の積極的な施

策に基き国民に対し「人間に値する生存」を保障し

ようといういわゆる生存権的基本的人権の保障に関

して規定したものであると解せられる。いわゆる基

本的人権の観念が認められて以来18，9世紀におい

ては国民が個人の生命・自由・幸福を追求すること

に対する国家権力の干渉を排除すること，とくに個

人の財産権を保障することをもって基本的人権の主

要な内容となし，国家からの自由をその本質とする

ものと考えられていたが，20世紀にいたり単に国家

の干渉からの自由を保障することは消極的意味を有

するに止まり，これのみでは国民による真の生命．

自由・幸福の追求の目的達成のためには不十分であ

り，国家権力の積極的な配慮・関与による国民の

「人間に値する生存」の保障が不可欠であるという

考え方が強くなって各国憲法にも生存権，勤労の権

利，勤労者の団結権，団体行動権等いわゆる生存権

的基本的人権を保障する傾向を生じわが憲法も，ま

たその流れの中にある。すなわち単に自由権的基本

的人権をしかも極めて不完全にしか保障していなか

った旧憲法から一段の飛躍を遂げ，第26条に教育の



権利，第27条に勤労権，第28条に勤労者の団結権，団

体行動権を保障するとともに前記第25条を置いたの

である。この憲法第25条第1項は国に対しすべて国

民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことがで

きるように積極的な施策を講ずべき責務を課して国

民の生存権を保障し，同条第2項は同条第1項の責

務を遂行するために国がとるべき施策を列記したも

のである（最高裁判所昭和23年9月29日大法廷判

決，刑集2巻10号1235日参照）もし国にしてこれら

条項の規定するところに従いとるべき施策をとらな

いときはもとより，その施策として定め又は行うす

べての法律命令又は処分にしてこの憲法の条規の意

味するところを正しく実現するものでないときは，

ひとしく本条の要請をみたさないものとの批判を免

れないのみならず，もし国がこの生存権の実現に努

力すべき責務に違反して生存権の実現に障害となる

ような行為をするときはかかる行為は無効と解しな

ければならない。

生活保護法（昭和25年法律第144号）は国がまさ

にこの憲法第25条の明定する生存権保障の理念に基

いて困窮者の生活保護制度を，同条第2項にいう社

会保障の一環として，国の直接の責任において実現

しようとするものであり，憲法の前記規定を現実化

し，具体化したものに外ならない（同法第1条参

照も同法第2条は「すべての国民は，この法律の定

める要件を満たす限り，この法律による保護を無差

別平等に受けることができる」と規定している。こ

れは同法に定める保護を受ける資格をそなえる限り

何人に対しても単に国の事実上の保護行為による反

射的利益を享受させるにとどまらず，積極的に国に

対して同法第3条の規定するような「健康で文化的

な生活水準」を維持することができる最低限度の生

活を保障する保護の実施を請求する権利，すなわち

保護請求権を賦与することを規定したものと解すべ

きである。このことは，生活保護法が右のとおり憲

法の理念を現実化すべき使命をになうものであり，

旧法（昭和21年法律第17号）当時発足した社会保障

制度審議会（昭和22年法律第266号社会保障制度審

議会設置法による）が政府に対してした生活保護制

度の改善強化に関する勧告，右勧告に基いて旧法を

全面的に改正した現行生活保護法の成立の沿革，昭

和25年4月22日の衆議院本会議における厚生委員会

委員長報告等に徴してうかがわれる生活保護法の立

法趣旨によってこれを認めることができ，さらに
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実定法上においても同法第64条ないし第69条が同法

に基く保護の申請をして却下された場合等保護実施

機関のした保護に関する処分につき不服がある場合

に不服申立を許していることはこのことを裏付ける

ものというべきである。したがって，保護実施機関

が現に保護を受けている者あるいは保護の開始を申

請した者の保護請求権を不当に侵害するような処分

をした場合においては，右処分が違法とされるのは

いうまでもない。

生活保護法第8条第1項は「保護は厚生大臣の定

める基準により測定した要保護者の需要を基とし，

そのうち，その者の金銭又は物品で満たすことので

きない不足分を補う程度において行うものとする」

と定めているが，同条第2項は，被告厚生大臣が定

めるこの生活保護の基準は要保護者の年齢別，性

別，世帯構成別，所在地域別その他保護の種類に応

じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を

満たすに十分なものであって，且つこれをこえない

ものでなければならないと規定しているが，ここに

いう「最低限度の生活」とは，同法第3条によれば

「健康で文化的な生活水準」を推持することができ

るものでなければならない。それではここにいう

「健康で文化的な生活水準」とは一体何であろうか。

これが憲法第25条第1項に由来することは多言をま

たないところであり，「健康で文化的な」とは決し

てたんなる修飾ではなく，その概念にふさわしい内

実を有するものでなければならないのである。それ

は生活保護法がその理想を具体化した憲法第25条の

規定の前述のような沿革からいっても，国民が単に

辛うじて生物としての生存を推持できるという程度

のものであるはずはなく，必ずや国民に「人間に値す

る生存」あるいは「人間としての生活」といいうる

ものを可能ならしめるような程度のものでなければ

ならないことはいうまでもないであろう。もともと

右のような意味においての「健康で文化的な生活水

準」は学者のいう生活水準の各種の区分のいずれに

属するかは争があり，またそれ自体各国の社会的文

化的発達程度，国民経済力，国民所得水準，国民の

生活感情等によって左右されるものであり，したが

ってその具体的な内容は決して固定的なものではな

く通常は絶えず進展向上しつつあるものであると考

えられるが，それが人間としての生活の最低限度と

いう一線を有する以上理論的には特定の国における

特定の時点においては一応客観的に決定すべきもの
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であり，またしうるものであるということができよ

う。もちろん，具体的にいかなる程度の生活水準を

もってここにいう「健康で文化的な生活水準」と解

すべきかはそれが単なる数額算定の問題にとどまら

ず微妙な価値判断を伴うだけに甚だ困難な問題であ

って，さきに指摘した諸多の要素の上に立って技術

的専門的検討を要することは当然であり，それ故に

こそ法はその第8条第1項において保護は厚生大臣

の定める基準により測定した要保護者の需要を基と

することとして間接に最低限度の生活水準の認定を

第1次的には政府の責任にゆだねているのである。

しかしそれはあくまで前記憲法から由来する右法第

3条，第8条第2項に規定せられるところを逸脱す

ることをえないものであり，その意味においてはい

わゆる覊束行為というべきものである。従ってこれ

がはたして本法に適合するかどうかは，それが争わ

れるかぎり裁判所において判断されるべき筋合のも

のである。そのさいは前記諸般の事情の下に右憲法

及び生活保護法の法意にてらし，結局は人間に対す

る健全な社会通念による理解によって決定する外は

ないと思われる。最低限度の生活水準を判定するに

ついて注意すべきことの一は，現実の国内における

最低所得層，たとえば低賃金の日雇労働者，零細農

漁業者等いわゆるボーダー・ラインに位する人々が

現実に維持している生活水準をもって直ちに生活保

護法の保障する「健康で文化的な生活水準」に当る

と解してはならないということである。蓋しこの層

に属している人々は，証人末高信の証言によれば相

当多数に及び，その多くは最低の所得で，労働に従

事し，何年に1枚の肌着に安んじ，はだしで走りま

わり，歯みがきも歯ブラシも使わず，用を便ずるに

も紙をもってし得ないというような状態を続けなが

らもなお一応の健康を維持して生活しているという

のであるが，これらの者に直ちに生活保護を与える

べきかどうかは別問題としても，健全な社会通念を

もってしてこれらの生活が果して健康で文化的な最

低生活の水準に達しているかどうかは甚だ疑わしい

といわねばならないからである。その二はその時々

の国の予算の配分によって左右さるべきものではな

いということである。予算を潤沢にすることによっ

て最低限度以上の水準を保障することは立法政策と

しては自由であるが，最低限度の水準は決して予算

の有無によって決定されるものではなく，むしろこ

れを指導支配すべきものである。その意味では決し

て相対的ではない。そしてその三は「健康で文化的

な生活水準」は国民の何人にも全的に保障されねば

ならないものとして観念しなければならないことで

ある。国が生活保護の種類として医療扶助，教育扶

助を規定し，この両者の制度があるからといって健

康で文化的な生活を保障したと解するのは無意味で

あり，いかなる生活形態をとるにせよ，その生活自

体が健康で文化的な生活といい得る要素をもたねば

ならないことは明らかである。

（3）生活保護法第8条にいう保護の基準とは，もとも

と主観的で千差万別な要保護者の需要を客観的に把

握，測定するための尺度に外ならない。生活保護は

要保護者の年齢別，性別，健康状態等その個人又は

世帯の実際の必要を考慮して有効かつ適切に行わな

ければならないこと，いわゆる必要即応の原則の存

することは生活保護制度の趣旨からいっても当然の

ことであり，同法第9条の明定するところである。

しかし，これは要保護者の主観的な需要をそのまま

充足せしめんとするものでないことはいうまでもな

く，要保護者の需要を保護基準によって客観的に測

定することはもとより何ら右規定の趣旨に反するも

のではない。それにもかかわらず，一般的な基準は

大多数の者には妥当しても例外的な特定の個人の場

合には必ずしもこれによりがたい場合が生ずること

は免れないのであって，このような場合には生活保

護の実施機関は厚生大任に対しその特定の場合に限

って適用される特別基準の設定を求めなければなら

ない。（昭和28年厚生省告示第226号，昭和25年社乙

発第94号厚生省社会局長通知参照）しかし，もし被

告の設定した一般的基準そのものがその適用の対象

である大多数の要保護者に対し生活保護法第8条第

2項にいう最低限度の生活の需要を満たすに十分な

程度，すなわち「健康で文化的な生活水準」を維持

することができる程度の保護の保障に欠くるような

ものであるならば右基準は同項，同法第2条，第3

条等の規定に違反しひいて憲法第25条の理念をみた

さないものであって無効といわなければならない。

本件保護基準は，入院入所中の要保護患者に対す

る生活扶助に関する特殊な基準であって，一般的な

生活扶助の基準とはややその性質を異にするが，そ

れが生活保護法第8条第2項，第3条に規定される

程度に達する（かつこれをこえない）ものでなけれ

ばならないことは彼此異るところはない。そこで右

基準がその適用を受ける要保護者にとって果して最



低限度の生活，すなわち「健康で文化的な生活水

準」を維持することを可能ならしめるようなもので

あるかどうかについて考えてみよう。

被告が入院入所引き続き3カ月をこえる要保護患

者に対して支給すべき日用品費の最高額を月額金

600円と算定したのは右患者が必要とする日用品の

品目，年間消費数量，単価等を別表記載のとおりと

認めたことによることは前述のとおり当事者間に争

がないから，右基準品目等が果して右基準の適用を

受けるもの，とくに原告のような重症の結核患者の

前記最低生活水準を維持するに足るものであるかど

うかを順次検討する。

①　基準費目

別表記載の費目は，一般の生活扶助基準において

定められている費目（昭和28年厚生省告示第226

号，同年厚生省発社第61号厚生事務次官通知参

照）のうち入院入所によって不要に帰したものと

思われる飲食物費，入浴費，家具什器費，水道

料，光熱費等を控除したもの，すなわち入院入所

中の要保護患者に必要な最低限度の生活必需品の

費目として挙示されているものであるが，右費目

はいちおう入院入所中の要保護患者が必要とする

ものと予想される生活必需品の大部分を網らした

ものとしていわゆるマーケット・バスケット方式

により定められたものであることが認められる。

（証人末高信，同籠山京の証言参照）しかし，証

人児島美都子，同瀬尾康夫，同中吉昭の各証言，

原告本人尋問の結果と証人沢田栄一の証言によっ

て成立を認めうる甲第16号証，第17号証の1ない

し15，第27号証をあわせて別表記載の費目を詳細

に検討してみると，入院入所中の患者にとり現実

に必要不可欠なものとして多くの患者が要求する

ものは右費目以外に修養娯楽費，ペン，インク，

ノート，箸，男性の場合のクシ，カミソリ，クリ

ーム又はメンソレータム，女性の場合のパーマ代

等である。これらのうちとくに修養娯楽費につい

ていうならば，病気の効果的な治療に患者の精神

的心理的要素が重大な関係を有することは周知の

事実であり，とくに長期に亘って療養を続ける患

者にとって宗教書その他の精神的修養に関する書

物を読んだり，文化的サークル活動に参加した

り，あるいは適切な娯楽を得ることによって単調

な長期療養生活に耐えうるための精神的支柱を見

出すことが必要不可欠であるということができ
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る。いわんや自己を高めもしくは他日の社会復帰

にそなえて相当の知識教養を身につけようとして

もラジオのテキスト代にも事欠く状態であって，

全くこれに割くべき費用の余裕はない。修養娯楽

費以外に指摘した右各費目も女性のパーマ代はあ

るいはなお不可欠といいがたいとしてもその余は

いずれも病院や療養所における療養生活の実状か

らいって決してぜいたくなものではなくやはり必

要不可欠というべきものである。本件保護基準が

右費目を全く考慮に入れていないのは不当であ

る。なお別表記載の基準費目に寝具及び寝巻，敷

布等肌衣以外の被服の費目がないのはこれらのも

のは必要に応じて生活扶助の一時支給として現物

で支給されうることになっている（昭和27年4月

9日社乙発第60号厚生省社会局長通知参照）ため

であると解せられるが，寝巻，敷布，枕カバーな

どは常時臥床を余儀なくされ，かつ長期に及ぶ入

院患者にとって必要不可欠であるのはもちろん，

その消耗度は通常の比ではないことはみやすいと

ころであり，証人瀬尾康夫，同佐藤市郎の証言に

よれば右一時支給の手続は煩雑なため速かに需要

に応じにくく，現実にはほとんど有名無実の状態

にあり多くの要保護患者達は所内で死亡した人の

遺品をもらってわずかにその用にあてるというよ

うな実状にあることがうかがわれる。従ってこれ

もまた単に行政措置の便宜に止めず一般的に基準

費目として認めた上，これを需要に応じて支給し

うるものとするのでなければその最低限度の必要

を満たすものといいがたいとしなければならな

い。

②　基準消費数量

別表記載の年間消費数量は，二，三の費目に関す

るものを除き同表記載の費目につき入院入所中の

要保護患者が最少限度必要とする数量を大体にお

いて満たしていると認められるが，前記甲第27号

証の記載，証人児島美都子，同沢田栄一，同瀬尾

康夫，同佐藤市郎，同中吉昭の各証言，原告本人

尋問の結果を参考にして右数量を詳細に検討して

みると，まず衣類の中で肌着が2年に1着，パン

ツ（又はズロース）が1年に1枚とされているの

は常識的にいっても入院患者の実状からみてこれ

で最低限度の需要を満たしているとは到底考えら

れないし，又チリ紙も重症の結核患者のようにそ

の需要のとくに多い患者にとっては1カ月1束で
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はいかに節約してもなお不足することが明らかで

あり，通信のための1カ月葉書2枚，10円切手1

枚，封筒1枚は余りに少きに失しているものと認

められる。

③　基準単価

証人高橋八郎，同平尾正彦の各証言，前掲甲第27

号証，成立に争のない甲第55号証，第62号証，乙

第9，第10号証と検証の結果によると，別表記載

の基準費目の各単価は右基準の定められた昭和28

年度の消費者物価指数が111．9（昭和26年度を100

とする）であるに比し，本件保護変更決定のなさ

れた昭和31年度のそれが118．4であるにかかわら

ず（右事実は甲第19号証により認める），入院入

所中の要保護患者が生活必需品の購入に病院や療

養所の福祉施設の売店（通常一般小売店よりも

1，2割程度廉価である）を利用すれば本件保護

変更決定があった当時において大部分適正な単価

であったと認められるが，理髪料の1回金60円は

福祉施設の理髪室を利用しても単に散髪料程度に

当るのみで洗髪料（国立岡山療養所の場合は金20

円），重症患者の場合に必要な病室出張代（同療養

所の場合は金10円）は通常これによって賄えない

ことが認められるので安きにすぎるものといわな

ければならない。

（4）いわゆる日用品費として給付せられる金額がいち

おう別表の如き品目，数量のものによって構成され

ることは前記のとおりであるが，給付を受ける要保

護者においてこれをいかなる用途に費消するかはも

とよりその自由でなんら拘束されるものではなく，

患者が自己の判断においてその真に必要とするもの

にこれを用い得るわけで一般通常の生活扶助におい

てはその給付される全体の金額の範囲内でその融通

の可能性は比較的大きいが，本件原告の如く単身者

で医療扶助と生活扶助の併給を受ける者の場合の日

用品費はその金額の範囲がより制約されているのみ

ならず，もともとこれら基準品目はそのいずれもが

不可欠のものである上に前項に詳述したとおり結局

において入院入所中の要保護患者にとって日用品と

して不可欠なものを二，三欠き，同じく基準消費数

量は一部に不足するものがあり，しかも基準単価に

ついても一部に安きにすぎるものがあるのであるか

ら，これを各費目相互の流用や費目外への費消によ

ってその需要をみたすことはとうてい不可能であっ

て，結局本件保護基準が入院入所引き続き3カ月以

上の要保護患者につき日用品費の最高月額を金600

円と定めたのは右患者の最低限度の需要に即応する

とはいいがたいとしなければならない。現に証人児

島美都子，同沢田栄一，同瀬尾康夫，同佐藤市郎，

同中吉昭，同小野超三の各証言，原告本人尋問の結

果，前掲甲第16号証，第17号証の1ないし15，第

27号証，証人中吉昭の証言により成立を認めうる甲

第48号証によると，1カ月金600円（現在は金640

円）の日用品費の支給を受ける（月額金600円は最

高額であるが，実際には殆んど例外なく同額を支給

されている）入院入所の要保護患者の大多数の者は

右支給金品を生活必需品の購入費その他として消費

しており，その差額以上の額はアルバイトによる収

入，友人や親類の見舞金，社会事業団体の見舞金，

療友のカンパ，患者自治会からの借入，医療費一部

負担金の滞納（但し医療費の一部扶助を受けている

要保護患者の場合に限る）その他によって辛うじて

埋め合わせているのが実状であることがうかがわれ

る。又証人今村保，同市村丑雄，同田中英夫の各証

言によると，国立療養所に入所中の要保護患者に月

額金600円以上の収入があって医療費の一部負担義

務を負わされている場合には，国立療養所長が国立

療養所入所規程（昭和26年厚生省告示第217号）第

5条，国立療養所入所費等取扱細則（昭和26年医発

第632号厚生省医務局長通達）第1条，第3条を適

用して患者の一部負担金につき療養費軽費の措置を

とることによって当該患者の日用品費を実質的に増

額することが少くなかったこと，しかも生活保護法

による保護を受けている入所患者については本来右

規定の適用のないものであるにもかかわらずなお右

措置をとらざるを得なかったことがうかがわれ，証

人田中英夫の証言と成立に争のない甲第53号証によ

ると原告についても国立岡山療養所長は軽費審議会

の議を経て月額金900円の医療費一部負担金につき

軽費の措置をとったこと，本来違法な右措置を当時

当局がその違法を知っていたかどうかは別としても

あえてとらざるをえなかったのは一に「人間として

の同情」に出たものとされることが認められる。こ

れらの事実は，いずれも最高月額金600円の日用品

費が入院入所中の要保護患者にとって最低限度の必

要額にも不足していることを裏書しているものとい

うことができよう。これを要するに，本件保護基準

は要保護患者につきさきに述べたような趣旨におい

ての「健康で文化的な生活水準」を維持することが



できる程度のものとはいいがたいものとせざるをえ

ない。それがいくらでなければならないかはここで

決定することは必要でなく，また相当でもない。し

かし右のような生活水準を維持するに足りないとい

う限度で，それは生活保護法第8条第2項，第3条

に違反するものといわざるをえない。してみればこ

のような保護基準に基き原告に対し本来原告の所得

に帰した金員中日用品費として月額金600円のみを

手元に残すことを認め，これだけを控除した仕送り

の残額（月額金900円）によって医療費の一部負担

を命じた本件保護変更決定はそれだけですでに違法

ということができる。

（5）ところで原告は，福祉事務所長が本件保護変更決

定をするにあたって原告の補食費を全く認めなかっ

たのは違法であると主張し，本件における立証の努

力の相当量をこの補食費の必要性に置いているので

さらにこの点についても判断を加えておく。まず原

告日用品費の一部として補食費を支給すべきである

と主張するが，生活保護法第52条第1項は，指定医

療機関の診療方針及び診療報酬は社会保険の例によ

るものとしており，他方社会保険においては当該医

療機関に対する入院料は右医療機関が患者の治療と

給食を行うことを要件として支払われるのであるか

ら，右医療機関の要保護患者に対する給食は医療扶

助の原則的形態である医療の現物給付（生活保護法

第34条第2項参照）として保護実施機関の委託に基

き行われるものであり，したがってもし特定の指定

医療機関の行う給食が不十分なものであるが故に補

食が必要とされるものであるとすれば，それはとり

も直さず医療扶助に不十分なものがあることに帰す

ることはたてまえとしては否定しえないところであ

る。ただその原因としては当該医療機関の給食事務

処理の方法に何らかの欠陥があるためである場合も

あろうし，あるいはもともと右医療機関が受預する

給食費が十分な給食を行うに足りないためであるこ

とも考えられるが，原因が何であるにしても，医療

扶助の内容に不足があるものである以上，その是正

はいずれにしても本来は医療扶助の問題として当該

内容の改善によって解決をはかるべき筋合であっ

て，要保護患者の補食費をなんらかの形においても

金銭として給付することにより解決をはかるべきも

のではない。しかし給食そのものについていかなる

改善をほどこし，間然するところなからしめたにせ

よ，なおかつ補食が不可避であるとすれば，事はも
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はや医療扶助の一内容としての給食改善の問題を超

えて人間性に根ざす直接の需要としてこれを考察し

なければならない。事実昭和22年頃から昭和25年ま

では過渡的措置として生活保護法により病院又は療

養所に収容中の患者に対して補食費が生活扶助とし

て支給できるものとされていた（昭和22年社乙発第

1682厚生省社会局長通知）が，昭和25年5月にいた

り厚生省社会局長の通知によって入院料は給食費を

含むので補食費の支給は二重の支出となるとの理由

で右措置は廃止された（昭和25年社乙発第71号厚生

省社会局長通知，成立に争のない甲第21号証）経緯

はこの間の消息を暗示するものがある。

この場合，生活保護法第34条第1項によると医療

扶助は現物給付によって行うことを原則とはしてい

るものの，例外的に現物給付によることができない

とき，これによることが適当でないとき，その他保

護の目的を達するために必要があるときには金銭給

付によってこれを行うことができるものとされてい

るから，補食費を生活扶助（日用品費）として要保

護患者に支給することがたてまえとして認められな

い以上，補食が不可避の場合にはまずもって補食費

として一定の金銭を医療扶助の一環として支給し，

あるいは医療費一部負担の被保護者の場合には補食

費相当額を負担額から控除することは法律上必ずし

も不可能ではないと考えなければならない。

そもそも特定の患者の治療にどのような内容の給

食が最低限度必要であるかは医学，栄養学等いろい

ろな専門的研究の結果に基いて判断されるべき問題

で，その具体的な判定は甚だ困難である。まず特定

の病気の治療上どの程度の栄養量が要求されるかの

問題があり，さらにその数値が算定されて必要な栄

養量を含む給食が患者に提供されても患者がその栄

養量を現実に摂取しうるかどうかは別問題である。

いかに栄養価に富む給食であろうともそれが事実上

患者にとって摂取不能のものであっては何にもなら

ない。給食を患者にとって摂取しやすくするために

は，感じのよい食器を使用したり，温食冷食を確保

したり，盛付を美しくしたりするなどいろいろの考

慮が必要であるが，なかんずく最も重要なことは個

個の患者の嗜好あるいは症状にできる限り即応する

ことによってすべての，あるいは大多数の患者が少

くとも治療に必要な最少限度の栄養量を摂取できる

よう十分な配慮をすることであろう。しかし,病院あ

るいは療養所における給食は，現実において予算の
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わくにしばられ，材料費のほか人件費，物件費も拘

束があり，しかも多数の患者を対象とするいわゆる

集団給食であるために，患者の嗜好に副うといって

もそこに自ずから制約があるのは当然である。極端

な言い方をすれば各患者のそれぞれの嗜好に応じて

個々に内容の異なる食事を提供するのが最も理想的

というべきであろうが，これは前述のような条件の

もとで集団給食を行っている病院や療養所の現状で

は事実上不可能である。しかし，必ずしもかような

理想的な形をとらなくとも個々の嗜好の略最大公約

数をとることによって各患者の嗜好にできる限り応

じつつしかも治療に必要な最少限度の栄養量を確保

することは決して不可能ではない。ただこの場合個

個の患者の嗜好に完全に副うということは期待でき

ないから全般的にある程度の摂取不能のもの（残飯）

が残ることは十分予想されるので，給食に盛り込む

べき栄養量の計算はこのことを考慮に入れた上で

行う必要がある。さらに病気の症状によっては食事

の摂取．吸収能力が減退する場合があるので，かよ

うな症状を有する患者に対しては一般患者の給食よ

りも摂取・吸収しやすい給食を行わなければならな

い。又医療機関において右のような給食上の配慮を

十分に尽した場合であってもなお極度の食欲不振等

のため与えられた給食によっては治療に最少限度必

要な栄養量を摂取できない少数の患者がいぜんとし

て残るのであろうことは容易に予想されるが，医療

機関はかような患者に対しては食欲増進剤や栄養剤

を投与するなどの臨床的措置を講ずる外はなく，か

かる例外的な場合まで考慮に入れて給食の内容を決

定すべき限りではない。かくして医療機関において

与えられた条件の中で尽すべき最善を尽したとして

も，それはしょせん集団給食である。甲第6号証に

より認め得る国立療養所清瀬病院島村喜久治院長の

表現をもってすれば，「個性抹殺の制服料理」であ

る。人間に嗜好があり，各人に事情の緩急がある限

り，かかる給食のすべてがなんびとにも余すところ

なく受け入れられることは期待しがたく，これを反

面からいえばその部分については患者の補食は不可

避といわざるをえない。

証人佐藤章，同大塚靖子，同市村丑雄，同上田忠

一の各証言，成立に争のない甲第7号証，乙第5ない

し第7号証を総合すると昭和31年当時における国立

岡山療養所の入所患者1人当りの給食費は1日当り

金149円50銭，そのうち材料費は1日当り金96円10銭

であったこと（この給食材料費の単価は当時国立療

養所一般に与えられた予算によって定められていた

が，その算定の基準は昭和24年に定められた58円17

銭の数字に物価指数を機械的に乗じたものでそれ自

体時代のずれのあるものである）,同療養所は当時原

則として患者による補食を認めない方針をとり，給

食だけで治療上必要な栄養量を確保する方針のもと

に患者の嗜好及び症状にできる限り応ずるため，ま

ず給食の種類を2つに分けて普通食と特別食とし，

前者に一般患者を対象とする常食常菜，消化不良の

者を対象とする軟食軟菜の2つの区別を設け，常食

にも一般的な普通食（1食米150グラム），少食の者

及び食欲不振の者を対象とする半減食（1食米90グ

ラム），食欲旺盛な者を対象とする大盛食（1食170

グラム）の3つの段階を作って適宜選択せしめ，特

別食としてはまず重症患者を対象とする重症食を設

けて2種類の副食の選択の余地を残し，手術後2週

間内の患者に対しては3種類の献立を自由に選択で

きる手術食を，胃腸病の患者に対しては各症状に応

じて流動食，かゆ食をそれぞれ支給し，さらに糖尿

病，腎臓病，肝臓病，貧血等特別の食餌療法の必要

な症状を有する患者に対しては担当医師の食事せん

に基く各治療食を支給しており，なおいずれの給食

においても米食に代えてパン食，ウドン食（但し昼

食のみ）を選択することも自由とされていたこと，

副食の料理法はなるべく変化を持たせ，その他給食

を患者に摂取しやすいものとするために相当の努力

をしていたこと，献立表から計算される普通食の栄

養量はいわゆる完全給食の承認基準（昭和25年社乙

発第211号厚生省社会局長通知）において定められ

ている成人1日につき2，400カロリー以上，蛋白質80

グラム，脂肪20グラム以上という基準量を上廻って

いたことを認めることができる。右の認定事実を総

合すると昭和31年当時国立岡山療養所の給食は患者

において少くともその大部分を摂取すれば少くとも

いわゆる完全給食の承認基準として定められている

栄養量はこれを十分確保しえたことがうかがわれ，

証人原実，同長嶺晋吉の各証言によると，右基準栄

養（カロリー，蛋白質，脂肪）量は医学上，栄養学

上の証明は困難であるとしても一般的にいって結核

の治療に必要な最少限度の栄養量を一応満たしてい

るものと解しても差支えないものと思われ，総じて

その全体の配慮，運営は概して良好であったと解し

て差支えなく，当裁判所検証の結果によってもこれ



を推測するに足る。しかし，国立岡山療養所の給食

が前記完全給食承認基準に定められていないカロリ

ー，蛋白質，脂肪以外の栄養素，たとえばカルシウ

ム，ビタミン類については，それが一般に認められる

必要量を確保しているかどうかは右証言及び前掲乙

第6，第7号証に照らしてやや疑問であり，それはお

くとしても証人中吉昭の証言によって成立を認めう

る甲第44号，証人小野超三の証言によって成立を認

めうる甲第59号証によって認められるように，国立

岡山療養所においては患者の給食摂取率は平均して

7割ないし8割程度にとどまっている（但し摂取率

といっても右各書証にあらわされている続計は実際

に摂取可能のもので食べ残されたものをいちいち計

量して摂取したものとの割合を求めたものではな

く，目測にたよったものであるから必ずしも正確を

期しがたい）ことからみると，前述のような療養所

側の種々な配慮にもかかわらず果して当時現実に給

食だけで（すなわち補食をしないでも）入所患者の大

多数にとって治療上必要な最少限度の栄養量を摂取

できる状況にあったかどうかは疑問なきを得ない。

もっとも給食の摂取率が完全でないといっても，そ

の原因にはいろいろあると考えられその解明は必ず

しも容易ではないが，とくに国立岡山療養所の場合

には検証の結果によって認められるように炊事場か

ら配膳室，病室までの間に長いしかも傾斜を持った

廊下が連っているために自然給食が運搬中に冷却

し，そのために味覚が落ちて摂取しにくくなること

も1つの原因となっているのではないかと考えられ

る。また要保護患者以外の一部の患者が自己の嗜好

に応じて必要以上の補食をすることが原因の1つと

なっているのではないかという疑いもないではない

が，前掲甲第59号証によると要保護患者とそれ以外

の患者との間に給食摂取率の差異が殆んど認められ

ないので仮りに右のようなことが原因の1つとなっ

ているとしても，とくに問題として取り上げるべき

程重大なものとは考えられない。かように一，二の

原因は考えられるけれども，前述のような療養所側

のあらゆる配慮にもかかわらず給食の摂取率が完全

でないことの最大の理由はやはり現実に支給される

給食が結局において一部の患者の嗜好や症状に副い

えないためであると考えざるを得ない。この結果は

成立に争のない甲第12号証，同第17号証の1ないし

15，証人沢田栄一の証言により成立を認めるべき甲

第13ないし第16号証，第28，第29号証，証人児島美
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都子の証言により成立を認めるべき甲第31号証の各

記載，右証人沢田栄一，児島美都子，五十嵐正治，

米山忠治の各証言をあわせて認め得べき全国各地の

病院，療養所における入院入所者の状況とおおむね

一致している。とにかく患者が現実に支給される給

食によってはその理由が何であるにせよ少くとも自

己の治療に最低限度必要な栄養量を確保する程度摂

取することが不可能であるとすれば，当該患者とし

ては不足する栄養量の摂取を給食外，すなわち補食

に求めざるをえないわけである。前記各証拠によれ

ば一般にこの種の補食は果物，卵，バター，牛乳等

栄養価の高いものが圧倒的多数を占めていることが

うかがわれ，もってそれが必要であるゆえんを裏書

きするとともに証人児島美都子の証言と前記甲第31

号の記載によれば同人がケースワーカーとしてかつ

てある病院について調べたところでは補食費の小遣

中に占める割合は平均55％であるが，小遣の金額が

減少すれば補食費の率は上昇するのであって，これ

は補食費が一定限度において不可避であることを示

す一事例といいえよう。そこで原告の場合について

みるに，証人高田ヒサヨ，同岡本玉樹，同市村丑雄

の各証言と原告本人尋問の結果によれば原告は結核

のため昭和17年国立岡山療養所の前身光風園に入院

し爾来引き続き療養中であり，その間病状は一進一

退を重ねたが，昭和31年当時は重症の肺結核症状(安

静度1度ないし2度）にあり，微熱，血痰もあって

食欲がすぐれないために給食の摂取率は平均して2

分の1ないし3分の2程度にすぎなかったことが認

められるので，必要栄養量の比較的少い重症者であ

ることを考慮に入れてもなお治療上最低限度必要な

栄養量を現実に支給された給食だけで確保できたか

どうかは非常に疑問であり，他面右証拠によると原

告は友人，同窓生，元患者の見舞金や他人のラジオ

の管理に対する謝礼金等の臨時収入によって，卵，

干物，野菜その他の食品を補食として摂取していた

ことが認められる。かれこれ考え併せると原告にと

って当時現実に支給された給食を前提とする限りあ

る程度の補食は治療上必要不可欠であったと考えら

れるのである。しかのみならず補食の必要性はたん

に患者の栄養確保という観点からだけ判断さるべき

ものにとどまらない。原告のように非常に長期に亘

って結核療養を続けている者にとって精神的，心理

的な要素がその効果的な治療上極めて重要な役割を

果すことは前にも触れたとおりであるが，単調な療
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〔別　表〕

生活保護法による医療の適用を受け病院又は療養所に入院入所中の患者に対する生活扶助の支給額内訳

表（但し入院入所3カ月以上の大人）

費　　　　　目　　l年　間　数量1月　　　　額 備　　　　　　　　　　　　　考

被　　　服　　　費

衣 類

肌　　　　　　　着

パ　ン　ツ（ズロース）

2年1着
1枚

補　　　修　　　布l　　4ヤール

縫
手
特
足
　
　
下
草
縫
湯

糸

拭（タオル）

配　衣　料

袋

廻 品

駄
履
針
春

円　銭
131．71

102．90

16．66

10．00

43．33

8・75

11．66

特別　基　準
12．50

28．81

5．83

21・66

0．32

1・00

健
理
　
石
　
歯
菌
体
洗
衛
チ

保 衛
　
　
　
　
み

ブ

生
髪
　
け
　
が
　
　
温
濯
生
リ

1着400円×1／2×1／12＝16円66銭

1枚120円×1／12＝10円

カナキン36吋幅

1ヤール130円×4×1／12＝43円33銭

10匁35円×3×1／12＝8円75銭

1本70円×2×1／12＝11円66銭

1足150円×1／12＝12円50銭

1足70円×1／12＝5円83銭

1足130円×2×1／12＝21円66銭

1包（26本）5円×20／26×1／12＝32銭

1コ12円×1／12＝1円

223．33

60・00

70．00

7．50

7．50

8．33

50．00

20．00

（男のみ）月1回60円

1コ30円

1コ20円 ‡
1カ月70円

1袋15円×6×1／12＝7円50銭

1本15円×6×1／12＝7円50銭

1本100円×1／12＝8円33銭

女子について理髪代充当

養者の生活の中で非常に大きな比重を占める食生活

においてもこの点について十分考慮を払う必要があ

るのは当然である。重症の患者が好物の果物を少量

ずつでも口にすれば食欲も著しくすすんで給食が食

べやすくなるというようになる場合もあろうし，又

僅かなものであっても時に応じて自分の好物を口に

することによりある程度の精神的，心理的満足を与

えられる場合も考えられる。原告自身は本人尋問に

おいてこれを潤滑油として表現している。かような

場合において患者に最少限度の嗜好物を与えること



は決してぜいたくでないどころか，往々にして治療

上不可欠とさえいうことができる場合もある。もち

ろんこの面でも多彩な個人差があると考えられる

が，一般的にいって各人の嗜好品のある程度の摂取

が少くとも長期療養者の効果的な治療のために不可

欠ないし極めて有益であるということは言いすぎで

はないであろう。果してそうだとすれば本来ならば

それは給食の一部として支給さるべきものであると

考えられる。しかし，各人の嗜好物は千差万別であ

ってこれを医療機関が現物で給付することは甚だ困

難であるから，結局は患者各自が自らその選択によ

って入手し摂取する外はない。

以上のとおりであるから，いずれの意味において

も医療扶助により医療機関に収容されている要保護

患者がかような補食のための購入費を必要とするこ

とは明らかであり，それがいくばくでなければなら

ないかはここで決定する必要はなく，また相当でも

ないがその所要金額を医療扶助の金銭給付として必

要最少限度と認められる範囲内で支給し，あるいは

医療費一部負担の要保護患者には右費用の控除を認

めることはその最低限度の生活の需要をこえないの

みか，正に要保護患者の健康状態その他個人又は世

帯の実際の必要の相違を考慮して保護を有効かつ適

切に行うべきことを要求している生活保護法第9条

の規定の趣旨にかない，要保護患者の同法第3条に

いう「健康で文化的な生活水準」を維持するための

措置といわなければならない。しかして原告は前記

認定のとおり10数年来の長期結核療養者であり，し

かも安静度1度ないし2度の一進一退の症状で微熱

や血痰もあるため食欲もすぐれず給食の摂取も思う

にまかせないという療養生活を送っていたのである

から，右に述べたような趣旨において最少限度の嗜

好品費を補食費の一部として医療費一部負担金から

控除することは原告の「健康で文化的な生活水準」

を椎持するために必要不可欠であったと認められ

る。

したがって，福祉事務所長が本件保護変更決定に

より原告に対し前述仕送月額金1，500円から原告の

日用品費として金600円を控除した残月額金900円を

すべて原告の医療費の一部として負担すべきことを

命じ，補食費の控除を全く認めなかったのは，結局

において生活保護法第2条，第3条，第8条に違反

する違法な措置といわなければならない。

（6）以上のとおりであって本件保護変更決定はいずれ
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にしても違法といわなければならないからこれを是

認した被告の本件裁決もまた違法であって，その取

消を求める原告の本訴主たる請求は理由があるから

これを認容すべく，訴訟費用の負担につき民事訴訟

法第89条を適用して主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第2部

裁判長裁判官

裁判官

裁判官
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